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第１ 特定事業の選定に関する事項 
 
１ 事業内容に関する事項 

 
(1) 事業名称 

（仮称）旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営事業（以下「本事業」と

いう。） 
 
(2) 事業に供される公共施設の種類等 

名称：（仮称）旧奈良監獄（以下「本施設」という。） 
種類：史料館 

 
(3) 公共施設等の管理者の名称 

法務大臣 金田 勝年 
 
(4) 事業の目的 

旧奈良監獄は，明治政府が監獄の国際標準化を目指して計画したいわゆる五大監獄

の希少な遺構として歴史的価値が高く，また外観をれんが壁で統一した建物群が左右

対称に整然と配置され，意匠的にも優れているとして，本年１０月２１日，文化審議

会から重要文化財の指定答申を受けたところである。 
国は，旧奈良監獄の保存及び史料館の運営を効果的に実施するため，民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）（以

下「ＰＦＩ法」という。）に基づく公共施設等運営権制度を活用し，本事業を行う民

間事業者を募集するものである。 
 
 (5) 事業方式 

本事業は，ＰＦＩ法第１６条の規定により，同法第８条第１項の規定により選定さ

れた事業者（以下単に「事業者」という。）に，公共施設等運営権を設定し，独立採

算により本施設の耐震改修等を行うとともに，史料館の維持管理及び運営を行うもの

である。 
本施設が文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定により

重要文化財に指定された後，国は，事業者を同法第１７２条第１項に基づく管理団体

に指定する予定である。 

 
 (6) 事業の範囲 

本事業は，事業者が，本事業の遂行を目的として設立した株式会社（以下「ＳＰＣ」

という。）とＰＦＩ法第２２条第１項の規定により公共施設等運営権実施契約（以下

単に「実施契約」という。）を締結し，同契約に従って実施するものとする。 
本施設の所有権は国が保有するが，事業者が設置した設備，什器・備品等は事業者

が保有するものとし，事業期間終了後，実施契約に定めるところにより原状回復し，
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又は国に無償で譲渡することとする。 
本事業の対象となる公共施設等は，「別紙１ 公共施設等運営事業の対象施設」に

示すとおりである。 
また，対象となる事業の範囲は，次のとおりである。 
なお，詳細については，募集要項及び要求水準書において示す。 

 
ア 改修業務 

事業者は，重要文化財に指定された本施設について，「別紙２ 文化財建造物等

の地震時における安全性確保に関する指針」，「別紙３ 重要文化財（建造物）耐

震診断指針」に準拠し，耐震改修を行うとともに，本施設の公開活用等に資する設

備の整備（これに代わる機能の提供を含む。）を行う。 
イ 史料館運営業務 

(ｱ) 維持管理業務 

① 建築物及び付帯設備の維持管理業務（保守，点検及び清掃を含む。） 

② 外構の維持管理業務（保守，点検，清掃及び植栽管理を含む。） 

（ｲ) 運営業務 

① 史料整理・保存業務 

② 広報，展示，案内業務 

③ 施設利便性向上業務 

ウ 付帯事業 
事業者は，史料展示業務として直接利用しない部分（土地を含む。）を活用し，

文化財の保存に支障がない範囲で，本事業以外の事業（以下「付帯事業」という。）

の提案を行うことができる。 

なお，土地の活用（建物の建築等を含む。）に当たっては，別紙１に掲げる施設

以外の施設については，撤去することが可能である。 
 
(7) 本事業における利用料金の設定及び収受 

ア 事業者は，文化財保護法第１７２条第５項において準用する同法第４７条の２第

３項の規定により，本施設の観覧料を自らの収入として収受することができる。 
イ その他利用料金に関する事項は，募集要項において提示する。 

 
(8) 本事業における費用負担 

事業者は，実施契約に特段の定めがある場合を除き，本事業の実施に係る全ての費

用を負担するものとする。 
なお，事業者が管理団体として実施する本施設の管理又は修理（耐震改修を含む。）

は，文化財保護法第１７２条第５項において準用する同法第３５条１項の規定により，

国庫補助の対象となる。補助金の交付に関する事項は，募集要項において提示する。 
 

(9) 事業期間 
本事業の事業期間は，実施契約を締結した日から，平成６２年３月末日までとする。 
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また，事業者が，国に対して，運営事業終了日の５年前の応当日までに期間延長を

希望する旨の届出を行った場合は，３０年以内であって事業者が希望する期間につい

て，事業期間を延長することができる。 
 
(10) 実施契約に定める事項 

実施契約に含まれる事項は以下のとおりである。 
ア 本施設の運営等の方法 

イ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

ウ 公共施設等の利用に係る約款を定める場合には，その決定手続き及び公表方法 

エ 本事業に係る責任とリスクの分担その他実施契約の当事者の権利義務 

オ 運営権の移転に関する事項 

カ ＰＦＩ法第２０条の規定により費用を徴収する場合には，その旨及びその金額又

はその金額の決定方法 

キ 契約終了時の措置に関する事項 

ク 実施契約の変更に関する事項等 

 
（11）事業者が有することとなる権利・資産 

ア 運営権 
ＰＦＩ法第１９条第１項の規定により別紙１の施設について事業者に設定される

権利 

イ 土地及び建物の使用権 
国有財産使用貸借契約に基づく本施設及びその敷地である土地の使用権 

 
(12) 更新投資等の取扱い 

ア 本事業の対象となる施設に係る更新投資等の取扱い 
事業者は，本施設について，要求水準を満たす場合に限り，更新のための投資を

行うことができる。ただし，事業者が本施設（本施設の敷地で重要文化財に指定さ

れた土地を含む。）の現状変更を行おうとするときは，文化財保護法第４３条第１

項に基づき，国の事前の許可を受けなければならない。また，事業者は，本施設に

ついて，増築等を行うことはできない。 

国又は事業者が更新のための投資を行った場合においても本施設は，国の所有に

属するものとする。 

イ その他の施設等に係る新規投資等の取扱い 
事業者は，別紙１の施設以外の施設について，要求水準を満たす場合に限り，自

らの判断で新規投資（建物の建築等）を行うことができる。 

ただし，事業者が本施設の敷地で重要文化財に指定された土地の現状変更を行お

うとするときは，文化財保護法第４３条第１項に基づき，国の事前の許可を受けな

ければならない。 

 
(13) 事業者が支払う本事業の対価 
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事業者が支払う運営権対価の予定価格等は，募集要項において提示する。 
(14) 事業スケジュール（予定） 

基本協定書の締結 平成２９年６月予定 

運営権の設定、実施契約の締結 平成２９年８月予定 

本施設の耐震改修期間 実施契約締結～平成３１年１０月 

本施設の供用開始 平成３１年１０月（予定） 

事業終了 平成６２年３月（予定） 

 
(15) 事業期間終了時の措置 

本事業が終了する場合の運営権等の主な取扱いは，次のとおりである。 
ア 運営権 

事業期間終了日に消滅する。 

イ 事業者の資産等 
事業期間終了日又はその日以降の国が指定する日において，事業者は，本施設を

国又は国の指定する第三者に引き渡さなければならない。 

また，国又は国の指定する第三者は，事業者の所有する資産のうち必要と認めた

ものを時価にて買い取ることができる。 

なお，国が本事業の実施者を新たに公募により選定する場合は，国は当該実施者

をして，当該資産の全部又は一部を時価にて事業者又は事業者の子会社等から買い

取らせることを公募の条件とすることができる。 

本事業の実施のために事業者が保有する資産（国又は国の指定する第三者が買い

取る資産を除く。）については，全て事業者の責任において処分しなければならな

い。 

１・（11）・イに定める本施設の敷地である土地については，事業期間終了日に

国有財産無償貸付契約が解除され，事業者は自らの費用負担により更地にして国又

は国の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし，国又は国の指定する

第三者が買い取る資産が本施設の敷地上に存在する場合は，現状で引き渡すことと

する。 

ウ 業務の引継 
国又は国の指定する第三者への業務の引継ぎは原則として本事業期間内に行うこ

ととし，事業者は自らの責任及び費用負担により，本事業が円滑に引き継がれるよ

うに適切な引継ぎを行わなければならない。 
 
(16) 事業に必要と想定される根拠法令等 

本事業の実施に当たって遵守すべき主な法令は次のとおりである。 
ア 共通 
・ 都市計画法及びその関係法令 
・ 建築基準法及びその関係法令 
・ 消防法及びその関係法令 
・ 労働安全衛生法及びその関係法令 
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・ その他の関係法令，条例等 
イ 本施設の保存・活用に関する法令等 
・ 国有財産法及びその関係法令 
・ 文化財保護法及びその関係法令 
・ 総合特別区域法及びその関連計画 
・ その他関係法令，条例等 

 
(17) 実施方針の変更 

実施方針の公表後の民間事業者からの意見等を踏まえ，実施方針の内容を見直し，

変更を行うことがある。実施方針の変更を行った場合には，法務省ウェブサイトへの

掲載その他の方法により公表する。 
  

２ 特定事業の選定方法等に関する事項 
 
(1) 基本的考え方 

本事業をＰＦＩ手法により実施することにより，公共サービスの水準の向上を期待

できる場合には，ＰＦＩ法第７条に基づく特定事業として選定する。 
 
(2) 選定結果の公表 

特定事業として選定した場合は，その判断の結果を，評価の内容と併せて，法務省

ウェブサイトへの掲載その他適宜の方法により速やかに公表する。また，事業の実施

可能性等についての客観的な評価の結果等に基づき，特定事業の選定を行わないこと

とした場合も同様とする。 
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第２ 公共施設等運営権を有する者の募集及び選定に関する事項 
 
１ 民間事業者の募集及び選定方法 

 
国は，本事業を特定事業として選定した場合，本事業への参加を希望する民間事業者

を募集要項等の発表を通じて公募し，ＰＦＩ事業の透明性及び公平性の確保に配慮した

上で優先交渉権者を選定するものとする。 
 
２ 優先交渉権者の選定手順及びスケジュール 

 
民間事業者の募集及び選定スケジュール（予定）は，次のとおりとする。 

 
実施方針の公表 平成２８年１２月８日 

実施方針に係る説明会の開催 平成２８年１２月９日 

実施方針に係る質問・意見の受付 平成２８年１２月８日 

実施方針に係る質問への回答公表 平成２８年１２月２２日 

募集要項等の公表及び説明会の開催 平成２８年１２月下旬 

募集要項等に係る質問・意見の受付 平成２９年１月上旬 

募集要項等に係る質問への回答公表 平成２９年１月中旬 

参加表明書の提出 平成２９年１月下旬 

競争的対話の実施 平成２９年２月上旬 

提案書類の受付 平成２９年４月上旬 

優先交渉権者の決定，公表 平成２９年５月上旬 

基本協定の締結 平成２９年６月（予定） 

運営権の設定、実施契約の締結 平成２９年８月（予定） 

 
３ 選定手続等 

 
(1) 実施方針の公表 

実施方針（参考資料を含む。以下同じ。）を公表する。 
ア 閲覧期間 

平成２８年１２月８日（木）から１２月２１日（水）まで 
ただし，行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定す

る行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。 
イ 閲覧時間 

午前１０時から午後５時まで 
ウ 閲覧場所 

法務省矯正局総務課庶務係 
東京都千代田区霞が関一丁目１番１号 
なお，実施方針は，法務省ウェブサイトでも閲覧できる。 
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http://www.moj.go.jp/ 

 

 (2) 実施方針の説明会 
実施方針に関する説明会を次のとおり開催し，事業の内容，事業者の募集及び選定

に関する事項等について国の考え方を提示する。 
なお，参加を希望する者は事前に申し込むこと。 

ア 開催日時 
平成２８年１２月９日（金）午後６時４５分から午後８時４５分まで 

イ 開催場所 
  住所：東京都中央区銀座８－２１－１ 住友不動産汐留浜離宮ビル 
ウ 申込方法 

参加申込書（様式１）により，電子メールにてMicrosoft Wordにより作成したファ

イル添付の上１２月９日（金）正午までに次の係宛て提出のこと。 
法務省矯正局総務課庶務係 
電話：03-3580-4111 内線2583 
FAX：03-5511-7208 
電子メールアドレス：prison-pfi@i.moj.go.jp 

エ 注意事項 
説明会当日は，実施方針を配布しない。 
参加人数は，１民間事業者２名までとする。 

 
(3) 実施方針に関する質問及び意見の受付 

実施方針に記載された内容に関する質問及び意見を次のとおり受け付ける。 
ア 受付期間 

平成２８年１２月８日（木）から１２月１５日（木）午後５時まで必着のこと。 
イ 提出方法 

質問等提出届（様式２），質問及び意見の内容を簡潔にまとめた質問書（様式３）

及び意見書（様式４）により，電子メ－ルにてMicrosoft Excelにより作成されたファ

イル添付（１０MBまで）の上，次の係宛て提出のこと。 
 法務省矯正局 

電子メールアドレス：prison-pfi@i.moj.go.jp 
 
(4) 実施方針に関する質問回答 

上記(3)により受け付けた質問及びこれに対する回答は，平成２８年１２月２２日

（木）に公表することを予定しており，公表後は次のとおり閲覧に供する。 
なお，質問及び質問の内容が，質問者の特殊な技術，ノウハウ等に係わるもので公

表することにより，質問者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれの

ある質問については，公表しない場合がある。 
 
ア 閲覧期間 
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  実施方針に関する質問回答公表後，１４日間（休日を除く。）とする。 
イ 閲覧時間 
  午前１０時から午後５時まで 
ウ 閲覧場所 

法務省矯正局総務課調査係 
東京都千代田区霞が関一丁目１番１号 
なお，実施方針に関する質問及びこれに対する回答の公表は，法務省ウェブサイ

トへの掲載またはその他の方法にて行う。 
http://www.moj.go.jp/ 

 
(5) 実施方針に関する質問，意見に対するヒアリング 

民間事業者から提出のあった質問，意見のうち，国が必要と判断したものについて

は，当該事業者から直接ヒアリングを行うことを予定している。 
 
(6) 特定事業の選定 

ＰＦＩ法第７条の規定により本事業を特定事業として選定したときは，法務省ウェ

ブサイトへの掲載その他の方法により公表する。また，特定事業としての選定しなか

った場合も同様とする。 
 
(7) 募集要項等の公表 

特定事業の選定を行った場合は，その旨官報により公告し，公告内容及び募集要項

等を法務省ウェブサイトへの掲載その他の方法により公表する。 
 
(8) 募集要項等に関する質問受付 

募集要項等に記載した内容について質問を受け付ける。質問受付の方法等は，募集

要項に明示する。 
 
(9) 募集要項等に関する質問回答の公表 

国は，募集要項等に記載した内容に関する質問及びこれに対する回答を法務省ウェ

ブサイトへの掲載その他の方法により公表する。 
なお，質問の内容が，質問者の特殊な技術，ノウハウ等に係わるもので公表するこ

とにより，質問者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある質問

については，公表しない場合がある。 
 
(10) 参加表明書の受付 

応募者には，募集要項等に定める参加表明書の提出を求める。参加表明書の受付の

方法等は，募集要項に明示する。 
 
(11) 競争的対話の実施 

国は，応募者との十分な意思疎通を図ることによって，本事業に対する応募者の理
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解を深め，また，国の意図と応募者の提案内容との間に齟齬が生じないようにするこ

とを目的として，参加表明書を提出した各応募者に対し，対面方式による競争的対話

の場を設けることを予定している。 
具体的な実施時期，実施方法及び留意事項等は，募集要項に明示する。 

 
 (12) 審査書類の受付 

応募者は，募集要項等に基づき，本事業への参加資格を有することを証明する書類

（以下「資格審査書類」という。）及び本事業に関する事業計画の提案内容を記載し

た書類（以下「提案審査書類」という。）（以下これらを総称して単に「審査書類」

という。）の提出を求める。審査書類の受付の方法等は，募集要項に明示する。 
 
 (13) ヒアリング 

国は，提案審査書類について，ヒアリングを行う。ヒアリングの方法等は募集要項

に明示する。 
 
 (14) 優先交渉権者の決定 

国は，５・（1）・イの事業者選定委員会の審査を受け，提案審査参加者の順位を

決定し，第一位の者を優先交渉権者，第二位の者を次点交渉権者として選定する。 
 
 (15) 提案審査結果の通知及び公表 

国は，審査結果及び選定結果について，法務省ウェブサイトへの掲載その他の方法

により公表する。 
 
 (16) 基本協定の締結 

国は，優先交渉権者と本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を

締結する。 
 
 (17) 運営権の設定及び実施契約の締結 

優先交渉権者は，基本協定の定めるところにより，会社法（平成１７年法律第８６

号）に定める株式会社として，本事業の実施を目的として設立したＳＰＣを設立する。 
財務大臣と協議の上で，ＳＰＣの設立後速やかに，ＳＰＣに対して運営権設定書を

交付して運営権を設定する。また，ＳＰＣは法令に従って運営権の設定登録を行うと

ともに，国とＳＰＣは，運営権の設定後速やかに実施契約を締結する。実施契約締結

後，国は実施契約を締結した旨を法務省ウェブサイトへの掲載その他の方法により公

表する。 
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４ 応募者の要件等 
 

 (1) 応募者の構成等 
ア  応募者は，複数の企業によって構成されるグループ（以下「応募グループ」という。）

とし，代表企業を定め，当該代表企業が応募手続を行うこととする。 
イ 応募者のうち，ＳＰＣに出資し，ＳＰＣから直接業務を受託又は請け負うことを

予定している企業等を「構成企業」，構成企業以外にＳＰＣから直接業務を受託又

は請け負うことを予定している企業等を「協力企業」といい，応募者は，応募グル

ープを構成する企業が本事業の遂行上果たす役割等を明らかにする。 
ウ 構成企業は，ＳＰＣに出資して第３・５・（2）の本議決権株式全ての割当てを受

けるものとする。 
エ 一のグループの構成企業及び協力企業は，他の応募グループの構成企業及び協力

企業になることはできない。 
オ 審査書類の提出後，構成企業及び協力企業の変更は認めない。ただし，構成企業

又は協力企業の倒産等やむを得ない事情が生じた場合は，国がその事情を検討の上，

可否の決定をするものとする。 
 
(2) 応募者の要件 
ア 全ての構成員は，次の要件を満たす者であること。 

(ｱ)  予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定

に該当しない者であり，かつ同令第７２条に規定する資格を有する者であること。 
(ｲ)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをして

いない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立てをしていない者であること。 
(ｳ)  国からの委託に基づき、事業者の選定に係るアドバイザリー業務を行う者又はこ

れらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。「資本面にお

いて関連がある者」とは，当該企業の発行済株式総数の１００分の５０以上の株式

を有し，又はその出資の総額の１００分の５０以上の出資をしているものをいい，

「人事面において関連がある者」とは，当該企業の役員を兼ねている者をいう（(ｴ)
において同じ。）。 
なお，国からの委託に基づき、事業者の選定に係るアドバイザリー業務を行うは，

次のとおりである。 
・ＰｗＣアドバイザリー合同会社  
・株式会社文化財保存計画協会 
・アンダーソン・毛利・友常法律事務所  

(ｴ) ５・(1)・イの事業者選定委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若し

くは人事面において関連がある者でないこと。 
(ｵ) 資格審査書類の提出期限の日から優先交渉権者の選定の時までの期間に，法務省

から指名停止措置を受けていないこと。 
イ 改修業務に係る設計及び工事監理に携わる構成企業又は協力企業（以下「設計企業」
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という。）は，次の要件を満たす者であること。 
(ｱ) 建築士法 (昭和２５年法律第２０２号)第２３条に基づく一級建築士事務所の登

録を行っていること。 

(ｲ) 設計企業又は各業務の配置予定技術者について，組積造の文化財建造物に係る保

存又は活用事業に関する調査・設計業務の実績等を有していること。 

ウ 改修業務に係る建設工事に携わる構成企業又は協力企業（以下「建設企業」という。）

は，次の要件を満たす者であること。 
建設企業又は各工事の配置予定技術者について，組積造の文化財建造物に係る保存

又は活用事業に関する施工実績等を有していること。 

なお，各工事を複数の企業が共同して実施することは差し支えないが，共同して工

事を実施する建設企業のうちＳＰＣから直接受託する企業がこの要件を満たしてい

ること。 

エ 史料館運営業務に係る維持管理・運営業務に携わる構成企業又は協力企業は，次

の要件を満たす者であること。 
 応募者が提案する本施設の活用事業と同種の事業を行った実績を有していること。 

なお，複数の企業が分担する場合には，ＳＰＣから直接業務を受託する企業がこ

の要件を満たしていること。 

 
５ 事業者選定に関する事項 
 
(1) 基本的考え方 
ア  応募者の審査及び選定に当たっては，透明性，客観性及び公平性の確保に努める

ものとする。  
イ  応募者の提案審査は，学識経験者等により構成される事業者選定委員会において

行う。事業者選定委員会の委員は，募集要項に明示する。 
ウ  事業者選定委員会は，あらかじめ設定し公表する「事業者選定基準」に従って，

応募者からの提案内容について，応募者の創意工夫や独自性の観点を中心に評価を

行い，審査結果を国に報告する。 
エ  国は，事業者選定委員会により提示された審査結果を基に，優先交渉権者を決定

する。 
 
(2) 事業者の選定 

事業者の選定は，資格審査及び提案審査の２段階審査により行う。 
国は，資格審査書類に基づき，応募者が本事業の参加資格を有していることを確認

し，提案審査の結果を基に，優先交渉権者を最終決定するものとする。 
各審査の主な視点は次のとおりとする。 

 

資格審査 ・資格審査 
・事業者の実施体制 
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提案審査 
・本事業に関する具体的な提案内容（事業計画，耐震改修，維持管理・運営等

に係る事項） 
・運営権対価（事業者が国に支払う対価の金額） 

 
 (3) 選定結果等の公表 

審査及び選定の結果については，法務省ウェブサイトへの掲載その他の方法により

公表する。 
 

(4) 優先交渉権者を決定しない場合 
国は，事業者の募集，審査及び優先交渉権者の選定において，応募者がいない等の

理由により，本事業を運営事業として実施することが適当でないと判断した場合には，

特定事業の選定を取り消すこととし，この旨を速やかに法務省ウェブサイトへの掲載

その他適宜の方法により公表する。 
 
６ 提案書類の取扱い 

 
 (1) 著作権 

提出書類の著作権は，当該書類を提出した応募者に帰属する。ただし，本事業にお

いて公表が必要と認めるときは，国は提案書の全部又は一部を無償で使用できるもの

とする。 
なお，契約に至らなかった応募者の提案書については，事業者選定後返却すること

とし，その内容は国が事業者選定過程に関する事項の公表を行う以外には使用しない。 
 
 (2) 特許権等 

提案内容に含まれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権等の日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料，施工方法，維持管理方法

等を使用した結果生じた責任は，原則として提案を行った者が負うものとする。 
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第３ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
 
１ 予想される責任及びリスクの分類と官民間での分担 
 
(1) 責任分担の基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は，適正にリスクを分担することにより，より低

廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり，事業者が担当する業務に伴い発生

するリスクについては，原則として事業者が負うものとする。ただし，国が責任を負

うべき合理的な理由がある事項については，国がリスクを負うものとする。 
 
(2) 予想されるリスクと責任分担 

国と事業者の責任分担は，原則として「リスク分担表」によるものとする。具体的

内容については，実施方針に対する意見等の結果を踏まえ，募集要項に明示し，最終

的には実施契約において定めることとする。 
 
(3) リスクが顕在化した場合の費用負担の方法 

国又は事業者のいずれかが責任を負うべきリスクが顕在化した場合に生じる費用は，

その責任を負う者が全額負担することとする。また，国及び事業者が分担して責任を

負うべきとしたリスクが顕在化した場合に生じる費用の負担方法については，募集要

項に明示する。 
 
２ 提供されるサービス水準 
 

本事業において実施する業務のサービス水準については，「要求水準書」によること

とする。 
 
３ 選定事業者の責任の履行に関する事項 
 

実施契約締結に際しては，契約の履行を確保するために，次のいずれかの方法による

実施契約の保証を付すことを予定している。 
ア 契約保証金の納付 
イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 
ウ 事業期間中における履行保証保険による保証措置 
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４ 国による事業の実施状況のモニタリング 
 

国は，事業者が定められた業務を確実に実施し，要求水準書に規定した要求水準を達

成しているか否かを確認するとともに，財務状況について把握するために，事業者によ

るセルフモニタリングに加え，国によるモニタリングを行う予定である。 
モニタリングの結果，要求水準が達成されていない場合には，国は，事業者に対して

改善措置を求めることができる。 
モニタリングの具体的な方法については，実施契約書において定めることとする。 
 

５ 事業者の権利義務等に関する制限及び手続 
 
（1） 運営権の処分 

事業者は，国の書面による事前の承諾を得ることなく，運営権，実施契約上の地

位及び本事業について国との間で締結した一切の契約上の地位，並びに，これらの

契約に基づく権利及び義務について，譲渡，担保提供その他の方法による処分を行

ってはならない。 
ただし，事業者は，ＰＦＩ法第２６条第２項の規定により国の許可をあらかじめ

得た場合には，運営権を譲渡することができる。 
国は，運営権の譲渡を許可する場合は，以下の条件を付すこととする。 

ア 譲受人が，本事業における事業者の実施契約上の地位を承継し，本契約に従う

ことについて，国に対して承諾書を提出すること。 

イ 譲受人が，事業者が所有し，本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地

位の譲渡を受けること。 

ウ 譲受人の株主が，国に対して基本協定に定める株主誓約書（以下「株主誓約書」

という。）を提出すること。 

 

また，事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入

を行う場合であって，当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合，国

は合理的な理由なくこれを拒否しない。ただし，国と金融機関等との間で，実施契

約等に規定する事項を定めた協定書が締結されることを条件とする。 
 
（2） ＳＰＣの株式の新規発行及び処分 

事業者は，事業者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株

式（以下「本議決権株式」という。）及び事業者の株主総会におけるいかなる決議

についても議決権を有しない種類の株式（以下「本完全無議決権株式」という。）

のみを発行することができる。 
資金調達の機動性及び柔軟性を確保するため，事業者が発行する本完全無議決権

株式については，その新規発行又は譲渡，質権設定その他の担保設定（以下総称し

て「処分」という。）について，以下のとおり国は原則として関与しないものとす

る。 
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他方，事業者が発行する本議決権株式については，本施設が担うべき役割を担保

する観点から，その新規発行及び処分について，以下のとおり一定の制限を課すも

のとする。 
ア  本完全無議決権株式 

本完全無議決権株式を保有する者は，自らが保有する本完全無議決権株式をい

つでも自由に処分することができる。また，事業者は，会社法の規定に従い，本

完全無議決権株式を自由に新規発行し，割り当てることができる。 
イ 本議決権株式 

本議決権株式を保有する者（以下「本議決権株主」という。）が，自ら保有す

る議決権株式を，①他の本議決権株主又は②国との間で締結された契約等により

あらかじめ処分先として認められた者（事業者に対して融資等を行う金融機関等

を想定している。）以外の第三者に対して処分を行おうとするときは，国の事前

の承認を受ける必要がある。優先交渉権者の提案により本議決権株主の株式又は

持分を子会社等経由で間接的に有する者が，当該子会社等の株式又は持分を処分

する場合には，それに対応して処分を制限する範囲を修正するものとする。 
また，事業者は，本議決権株式を本議決権株主以外に対して新規発行する場合

には，国の事前の承認を受ける必要がある。 
国は，本議決権株式の譲受人が，基本協定又は株主誓約書に定める一定の資格

要件を満たしており，かつ本議決権株式の処分が事業者の事業実施の継続を阻害

しないと判断する場合には，関係行政機関と協議した上で処分を承認する。 
本議決権株式の譲受人は，株主誓約書を，国に対して提出しなければならない。 
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第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
 
１ 施設の立地条件 
 

本施設の立地に係る条件は，以下のとおりである。 
 
地名地番 奈良県奈良市般若寺町１８番地 

敷地面積 １０６,２９９.６２㎡ 

用途地域等 第２種住居地域・第５種高度地区 

一部 第２種風致地区・歴史的風土保存区域 

建ぺい率 ６０％  一部３０％ 

容積率 ２００％ 

最高高さ １５ｍ  一部１０ｍ 

 
２ 土地の貸付等に関する事項 
 

本施設の敷地である土地は国有財産法第３条第２項に規定する行政財産にあたる。国

は，事業者に対して，国有財産無償貸付契約書に規定される条件で，事業期間中は当該

地を貸し付ける。 
 

 

第５ 事業計画等又は協定の解釈に関する疑義が生じた場合の措置に関する事項 
 
事業計画，基本協定又は実施契約の解釈について疑義が生じた場合，国と協議の上，そ

の解決を図るものとする。協議の方法や解決の手順等については，実施契約書において定

めるものとする。 
また，基本協定，実施契約に係る紛争については，東京地方裁判所を第一審の専属管轄

裁判所とする。 
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第６ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 
 
１ 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 

 
事業の継続が困難となる事由が発生した場合は，実施契約で定める事由ごとに，国及

び事業者の責任に応じて，必要な修復その他の措置を講じるものとする。 
 
２ 事業の継続が困難となった場合の措置 

 
事業の継続が困難となった場合は，次の措置を採ることとする。 

 
 (1) 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 事業者の提供するサービスが実施契約に定める要求水準を達成していないことが

判明した場合，その他実施契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不

履行又はその懸念が生じた場合には，国は，事業者に対して，改善勧告を行い，一

定期間内に改善策の提出・実施を求めることができるものとする。 
事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは，国は実施契約を解

除することができる。 

イ 事業者が倒産し，又は事業者の財務状況が著しく悪化し，その結果，実施契約に

基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合は，国は実施契約を解除

することができる。 
ウ 上記ア，イいずれの場合においても，国は，実施契約に基づき，事業者に対して

違約金又は損害賠償の請求等を行うことができる。 
 
 (2) 国の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 国の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場

合は，事業者は，実施契約を解除することができる。 

イ 上記アの規定により，事業者が実施契約を解除した場合には，国は，事業者に生

じる損害を賠償するものとする。 

 
 (3) いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 不可抗力その他国又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続

が困難となった場合は，国と事業者は，事業継続の可否について協議を行う。 

イ 一定の期間内に協議が整わない場合は，事前の書面による通知により，国及び事

業者は，実施契約を解除することができる。 

ウ 上記イの規定により，実施契約を解除する場合には，国は事業者に生じる損害に

ついて賠償することを基本とするが，実施方針に対する意見等の結果を踏まえ，募

集要項に明示し，最終的には実施契約において定めることとする。 

エ 不可抗力の定義については，募集要項において明示する。 
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３ 金融機関（融資団）と国との協議 
 
事業の継続性をできるだけ確保する目的で，国は，事業者に対し資金供給を行う金融機

関等の融資機関(融資団)と協議を行い，当該融資機関（融資団）と直接契約を締結する

ことがある。 
 
 
第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 
１ 法制上及び税制上の措置に関する事項 
 

事業者が本事業を実施するに当たり，法令の改正等により，法制上又は税制上の措置

が適用されることとなる場合は，それによることとする。 
なお，国は,現時点では，本事業に係るこれらの措置等は想定していない。今後,法制や

税制の改正により，措置が可能となる場合は検討を行う。 
 
２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 
 

事業者が本事業を実施するに当たり，財政上及び金融上の支援を受けることができる

可能性がある場合は，国はこれらの支援を事業者が受けることができるように努める。 
 

３ その他の措置及び支援に関する事項 
 

国は，事業者が本事業を実施するに当たり，必要な許認可等について，必要に応じて

協力する。また，法令の改正等により，その他の支援が適用される可能性がある場合は，

国と事業者で協議する。 
 
 

第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 
 
１ 選定手続への参加に伴う費用負担 
 

参加表明書及び審査に必要な書類の作成及び提出に係る費用は，応募者の負担とする。 
 
２ 本事業において使用する言語 
 

本事業において使用する言語は，日本語とする。 
  
 


